
　コロナウイルスにより5月からの売上が、①いずれ
か1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上
減した、あるいは②連続する3か月の売上の合計が
前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減
少した、事業所に家賃の2/3（6ヶ月分）を支給。

家賃支援給付金 6件国

施策名 内容 件数

　利子補給制度を併用した実質無利子の貸付。

　食事提供施設を営業する事業者に対して10万円
の支給。（受付終了）

　コロナウイルス対策として、業務の効率化や新事
業展開に向けた取組に対して費用の10割（上限30
万円）の補助。（受付終了）

　コロナウイルスの影響により、事業活動の縮小を
余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るた
めに、休業手当などの一部を助成するもの。

21件国

国 持続化給付金
　売上が前年度同月と比べて50％下がった場合、
100万円（または200万円）支給 63件

国
　コロナウイルスが事業に与える影響を乗り越える
ために、具体的な対策に向けた取組に対して費用の
3/4上限150万円補助（一般型は2/3上限50万円）。

申請12件
（採択10件）

持続化補助金
コロナ特別対応型・一般型

日本政策公庫による
コロナ関連融資

新型コロナウイルス対策
営業持続化等補助金
（第１次、第２次）

雇用調整助成金 7件

市

県

12件

75件

31件

市

国

いわくに経営応援金助成金

岩国新型コロナウイルス
感染対策店舗改装等補助金

県

　市内の飲食店・宿泊事業者、山口県の休業要請に
応じた遊興施設に対して10万円の支給。（受付終
了）

　対象の事業所が取り組む新型コロナウイルス感染
症予防対策のための経費に対して、3分の2（上限20
万円）を支給。

79件

県
新型コロナウイルス感染症

拡大防止協力金

令和２年４月２１日～５月６日の間、山口県の休業要
請に協力した特定の施設を運営する事業者に対し、
15万円を支給。（受付終了）

12件

新型コロナウイルス対策
営業持続化等支援金

【2020年9月 第42号】
発行：岩国西商工会
TEL 周東支所 84－0183

玖珂支所 82－2660
由宇支所 63－0753

現在、新型コロナウイルス感染拡大が各地で発生している中、会員事業所の皆様の経営に与える影響につ

いては、甚大なものであると感じております。当会としても、巡回やアンケート調査を通じて、事業継続の支援に

努めて参りました。今回はこれまで取り組みました支援事業の報告と、今後の支援事業のご紹介をします。

当会に相談のあった事業所の「新型コロナウイルスに関する主な施策」の利用状況
（集計期間：令和２年４月１日～８月２１日）

１１月２９日（日）

周東食肉フェア 中止

１１月 鞍掛城まつり 中止

１２月 逸品館 検討中

１月 年末大売出し 検討中

１０月 YOU・ゆう・フェスタ２０２０ 中止

１１月 ツール・ド・ゆう 中止



持続化給付金　　　　『申請サポートキャラバン隊』支援　持続化補助金

その他（お知らせ）　岩国市プレミアム商品券※予定　

エキスパートバンク（専門家派遣）

【2020年9月 第42号】

小規模事業者が、商工会の助言等を受けて経営計画

を作成し、その計画に沿って販路開拓等に取り組む費

用の２／３が補助されます。

補助上限 ５０万円

３次受付締切 １０月 ２日（金）

【活用例】看板・ＨＰ作成、店舗バリアフリー化他

◆対象者◆

従業員数が２０人以下（商業・サービス業については５

人以下）の小規模事業者。 ※その他条件あり

専門的知識や経験を持ったエキスパートを、要請のあった企業に派遣し、

具体的かつ実践的な指導・アドバイス（２時間程度）を行い、「経営」「営業」

「生産」「技術」などの問題を解決していただくための制度です。

【岩国市よりご案内】

新型コロナウイルス感染症で大きな影響を受

けている市内経済の回復を図るため、プレミア

ム付き 商品券を発行する準備を進めていま

す。

10月頃に各世帯へ購入引換券を郵送予定。

・1セット10,000円分（1,000円×10枚）を5,000円で

販売

・1世帯3セットまで購入可能

取扱事業所：岩国市域内にある登録事業所

※後日、登録募集予定

問合せ先：岩国市 産業振興部 商工振興課

Tel 0827-29-5110

ご相談は、岩国西商工会 各所まで

岩国西商工会ホームページでは

中小・小規模事業者の経営に関する

お得な情報を定期的に発信しております。

ぜひ、ご確認ください。

商工会ホームページQRコード

動画配信中！

会員事業所の動画活用などのIT化を
推進するため岩国西商工会の

YouTubeチャンネルを開設いたしました。

《利用者負担金》

無し（１事業所３回まで

利用可）

《支援対象者》

新型コロナ感染症の影響を受け、

最近1か月の売上が前年同月比で
減少している小規模事業者

持続化給付金の申請につきまして以下のとおり、

申請をサポートする窓口を設置いたします。

PCやスマホを利用されていないため申請の
できない方は、この機会にぜひご利用ください。
【本所開催】

開催場所：岩国西商工会本所・周東支所

日時：10月5日（月） 9時～17時
10月6日（火） 9時～15時

予約・問い合わせ：本所 TEL 0827-84-0183

【由宇支所開催】

開催場所：岩国西商工会由宇支所

日時：10月8日（木） 9時～17時
10月9日（金） 9時～15時

予約・問い合わせ：由宇支所 TEL 0827-63-0753
持続化給付金の申請期限は令和3年1月15日です。
該当する事業所は申請をお忘れなく。


